
  

 

平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ３ １ 日 

政 策 統 括 官 

（税制、国土・土地、国会等移転） 

 

所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策 

中間とりまとめの公表について 

 

 

平成 27 年４月から「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討

会」を開催し、現場における所有者の所在の把握が難しい土地への対応の進展を支援

するための方策を総合的に検討してきたところですが、この度、中間とりまとめを行いま

したので、お知らせします。 

 

記 

 

 

１. 背景 

「所有者の所在の把握が難しい土地」については、相続件数の増加や、地方から都

市への人口移動に伴う不在村者の増加などにより、地方を中心に今後も増加すること

が想定され、公共事業のみならず、民間も含め様々な事業の推進において土地の円滑

な利活用に支障を来すおそれがあります。 

これに対し、所有者の所在の把握が難しい土地の発生の予防と円滑な利活用等に向

けて、現場の抱える課題を把握した上で、現場における対応の進展に資する方策につ

いて検討を行うため、「所有者の所在の把握が難しい土地の対応方策に関する検討会」

を開催したところです。 

本中間とりまとめは、平成 27 年４月から計４回にわたり議論された、現状把握、課

題整理、検討の方向性について、とりまとめたものです。 

 

 

２．中間とりまとめの内容 

中間とりまとめ及びこれまでの検討の経緯は、下記ホームページをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/seisakutokatsu_iten_tk_000002.html 

 

 

 

【問い合わせ先】 

  国土交通省政策統括官付 

   室長 中川、専門調査官 水野   

    代 表 03-5253-8111（内線 29-304（中川）、29-364（水野）） 

    直 通 03-5253-8359 

    ＦＡＸ 03-5253-1570 


